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図３－１ 品質マネジメントシステム体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（注１） 本図は、品質マネジメントシステムを構成するプロセスの関連を、項目ごとに整理した上でＰＤＣＡに分類して示している。業務の詳細は各社内標準にて定める。 

（注２）原子力事業本部各部門統括とは、原子力企画部門統括、原子力安全部門統括、原子力発電部門統括、原子力技術部門統括（原子力技術）、原子力技術部門統括（土木建築）、 

原子燃料部門統括のいずれかを指す。 

原子力 
安全 

・規制要求等 

原子力 
規制検査 

報告 

異常事象 
情報提供 

規程レベル 
承認 

通達レベル 
承認 

要綱レベル 
承認 

     ４.２ 品質マネジメントシステム 
       の文書化 

５.１経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 
５.２原子力の安全の確保の重視 
５.３品質方針 

５.４ 計画 
５.５ 責任、権限およびコミュニケーション 

６.１ 資源の確保 
６.２ 要員の力量の確保および教育訓練 

（総務室） 

７.３ 設計開発 

７.４ 調 達 

７.５個別業務の管理 
（発電所） 

・運転管理 
・燃料管理 
・放射性廃棄物管理 
・放射線管理 
・施設管理 
・非常時の措置 

７.６ 監視測定のため 
の設備の管理 

（調達本部） 
（原子燃料サイクル室） 

（総務室） 
（土木建築室） 

８.２ 監視および測定 

８.５.２ 是正処置等 （重要度に応じて上位者が責任者）＊ 

８.４ データの分析および評価 

５.６ マネジメントレビュー 

承認(重要度に応じて)＊ 

・ ・ ・
＊:承認レベルは各業務の社内標準にて定める 

外部 社長 

（不適合の重要度に応じて） 

計画段階 
（Ｐlan） 

評価段階 
（Ｃheck） 

 

改善段階 
（Ａct） 

７.１ 個別業務に必要な 
プロセスの計画 

７.２ 個別業務等要求事項 
に関するプロセス 

７.３ 設計開発 

７.４ 調 達 

７.５個別業務の管理 
（原子力事業本部） 
・運転管理 
・燃料管理 
・放射性廃棄物管理 
・放射線管理 
・施設管理 
・非常時の措置 

７.６ 監視測定のため 
の設備の管理 

・ ・ ・ 

原子力事業本部長、 

経営監査室長 

（品質マネジメント 

システム管理責任者） 

原子力事業本部 

各部門統括 
原子力事業本部 発電所 

調達本部、 
原子燃料サイクル室、 
総務室、土木建築室 

実施段階 
（Ｄo） 

７.１ 個別業務に必要な 
プロセスの計画 

７.２ 個別業務等要求事項 
に関するプロセス 

８.３  不適合の管理         （重要度に応じて上位者が責任者）＊ 

（重要度に 
応じて管理） 

８.５.３ 未然防止処置 （重要度に応じて上位者が責任者）＊ 



 大飯発電所 第 3条-17/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 品質マネジメントシステム文書体系図 

 

１次文書 

２次文書 

３次文書 

記 録 

 品質マニュアル 

 表３－１および表３－２ の社内標準 

 表３－１および表３－２の 

 社内標準に基づき作成する 

 品質マネジメント文書 

 上記文書に基づき 

 作成する記録 



 大飯発電所 第 3条-18/22

表３－１：本品質マネジメントシステム計画関連条項と品管規則の要求事項に基づき作成する

社内標準との関係 

本品質マネジメ

ントシステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次

文書 
２次文書 

４．２．３ 

４．２．４ 

文書の管理 

記録の管理 
原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

原子力部門における

文書・記録管理通達 

 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

８．２．２ 内部監査 原子力部門における

内部監査通達 

 

経営監査室 

 

８．３ 

８．５．２ 

不適合の管理 

是正処置等 

不適合管理および是

正処置通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．５．２ 

８．５．３ 

是正処置等 

未然防止処置 

未然防止処置通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室および経営監  

査室である（以下、本条において同じ）。 
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表３－２：本品質マネジメントシステム計画関連条項および本規定関連条項と原子力部門が必要と決定した社内標準との関係 

本品質マネジメ

ントシステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

４．１ 重要度分

類 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程 

グレード分け通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

４．１ 安全文化 安全文化通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

第２条の２、第３条 

５．４ 

５．５．３ 

６．２ 

品質目標 品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

５．５．３ 

 

管理者 原子力部門にお

ける文書・記録

管理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

 

５．５．４ 

５．６ 

組織の内

部の情報

の伝達 

内部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

第６条、第８条 

６．１ 資源の確

保 

要員・組織計画

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

 

６．２ 要員の力

量の確保

および教

育訓練 

教育・訓練通達 原子力事業本部 

原子力企画部門 

第１３６条、第１３７条 
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表３－２（続き） 

本品質マネジメ

ントシステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

６．１ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

運転管理 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

第９条の２、第１０条の２、第１２条の２から 

第９８条、第１２５条、第１２５条の４、第１２

５条の５、第１３９条 

燃料管理 原子燃料管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

第９９条から第１０４条、第１３９条 

放射性廃

棄物管理 

放射性廃棄物管

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

第１０５条から第１０９条、第１３９条 

放射線管

理 

放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

第１１０条から第１２４条、第１２７条の２、 

第１３４条の２、第１３９条 

施設管理 施設管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

第１２条の２、第１２５条から第１２５条の５ 

非常時の

措置 

非常時の措置通

達 

原子力事業本部 

原子力安全部門 

第１８条の５、第１８条の６、第１２６条、第１

２７条、第１２８条から第１３４条、第１３５条 

その他 安全管理通達 原子力事業本部 

原子力安全部門 

第９条、第１０条、第１２条の２、第１２５条の

６ 

原子燃料サイク

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

第９９条から第１０４条、第１０５条の５ 

火災防護通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

第１８条 
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表３－２（続き） 

本品質マネジメ

ントシステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

６．１ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

その他 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程 

原子力技術業務

要綱 

原子力事業本部 

原子力技術部門 

 

７．２．３ 

８．２．１ 

組織の外

部の者と

の情報の

伝達等 

組織の外

部の者の

意見 

外部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

７．３ 設計開発 設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

第１２５条 

原子力部門にお

ける文書・記録管

理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達物品

の管理 

原子力部門にお

ける調達管理通

達 

調達本部  

７．６ 監視測定

のための

設備の管

理 

監視機器・測定機

器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 
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表３－２（続き） 

本品質マネジメ

ントシステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 本規定関連条項 １次

文書 
２次文書 

８．２．３ プロセス

の監視測

定 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

 

原子力部門にお

ける内部監査通

達 

 

経営監査室 

 

 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

不適合管理およ

び是正処置通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

未然防止処置通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

７．６ 

８．２．４ 

機器等の

検査等 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

 

８．４ 

８．５．２ 

データの

分析およ

び評価 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

 

 

 

 


